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規

則

青
森
県
小
規
模
水
道
規
制
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
号

青
森
県
小
規
模
水
道
規
制
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
小
規
模
水
道
規
制
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
八
年
五
月
青
森
県
規
則
第
三
十
六
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中

｢

平
成
四
年
厚
生
省
令
第
六
十
九
号｣

を

｢

平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
一
号｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
五
項
中

｢

省
令
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る｣

を

｢

水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
の
規
定
に
基

づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法

(

平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十

一
号)

に
定
め
る｣

に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

大
腸
菌
群
、
硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素
、
塩
素
イ
オ
ン｣

を

｢

大
腸
菌
、
硝
酸
態
窒
素
及
び
亜
硝
酸
態
窒
素
、
塩
化
物
イ
オ
ン｣

に
、｢

有
機
物
等

(

過
マ
ン
ガ

ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量)

｣

を

｢

有
機
物

(

全
有
機
炭
素

(

Ｔ
Ｏ
Ｃ)

の
量)

｣

に
改
め
、
同
項
第

二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

省
令
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項

(

前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

の
う
ち
周
辺
の
水
質

検
査
結
果
等
に
よ
り
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
、｢

伝
染
病｣

を

｢

感
染
症｣

に

改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

行
な
つ
た｣

を

｢

行
つ
た｣

に
、｢

伝
染
病｣

を

｢

感
染
症｣

に
、｢

行
な

う｣
を

｢

行
う｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢

行
な
わ
れ
た｣

を

｢

行
わ
れ
た｣

に
、｢

伝
染
病｣

を

｢
感
染
症｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
改

正
規
定

(
｢

有
機
物
等

(
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量)

｣

を

｢

有
機
物

(

全
有
機
炭
素

(

Ｔ

Ｏ
Ｃ)

の
量)

｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。)

は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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告

示

青
森
県
告
示
第
百
六
十
五
号

地
方
自
治
法

(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
蟹

田
町
長
か
ら
蟹
田
町
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

東
津
軽
郡
蟹
田
町
大
字
石
浜
字
塩
越
国
有
林
五
四
〇
林
班
は
７

・
ほ
１

・
へ
１

小
班
で
、
測
量
法(

昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第
十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
一
一
四

二
の
点
か
ら
区
一
＝
界
二
の
点
ま
で
の
点
を
順
次
連
結
す
る
線
及
び
一
一
四
二
の
点
と
区
一
＝
界
二

の
点
を
結
ぶ
線
で
囲
ま
れ
る
区
域
を
大
字
石
浜
字
塩
越
に
編
入
す
る
。

(

五
四
〇
林
班
ほ
１

小
班)

一
一
四
二

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
七
三
九
・
四
六
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
四
四
四
・
二
三
メ
ー
ト
ル

一
一
四
三

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
七
一
七
・
二
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
四
四
二
・
〇
三
メ
ー
ト
ル

一

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
七
一
五
・
四
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
四
六
五
・
三
三
メ
ー
ト
ル

二

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
七
一
四
・
三
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
四
八
六
・
三
二
メ
ー
ト
ル

(

五
四
〇
林
班
へ
１

小
班)

三

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
七
一
一
・
六
六
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
五
〇
四
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

四

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
七
〇
五
・
〇
五
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
五
一
九
・
八
二
メ
ー
ト
ル

五

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
六
九
九
・
七
九
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
五
四
〇
・
七
七
メ
ー
ト
ル

六

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
六
九
八
・
一
八
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
五
六
〇
・
四
八
メ
ー
ト
ル

七

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
六
九
〇
・
五
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
五
七
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

八

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
六
九
二
・
五
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
六
〇
四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

九

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
七
〇
二
・
八
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
六
一
六
・
七
四
メ
ー
ト
ル

一
〇

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
七
〇
七
・
八
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
六
二
九
・
三
五
メ
ー
ト
ル

一
一

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
六
九
六
・
二
六
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
六
四
九
・
〇
二
メ
ー
ト
ル

(

五
四
〇
林
班
は
７

小
班)

一
二

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
六
八
二
・
三
六
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
六
六
三
・
二
一
メ
ー
ト
ル

一
三

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
六
八
一
・
二
八
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
六
八
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

区
九
―
イ

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
七
一
〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
六
八
一
・
二
五
メ
ー
ト
ル

区
九

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
七
〇
六
・
七
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
六
七
六
・
九
一
メ
ー
ト
ル

区
八

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
六
八
七
・
三
五
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
六
七
四
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

区
七

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
六
八
九
・
六
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
六
六
一
・
三
二
メ
ー
ト
ル

区
六

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
七
〇
一
・
二
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
六
四
八
・
六
五
メ
ー
ト
ル

区
五
―
一

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
七
一
〇
・
二
五
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
六
三
〇
・
五
八
メ
ー
ト
ル

(

五
四
〇
林
班
へ
１

小
班)

区
五

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
七
一
一
・
六
九
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
六
二
一
・
二
五
メ
ー
ト
ル
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区
四

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
六
九
六
・
一
二
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
五
九
九
・
六
四
メ
ー
ト
ル

区
三

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
六
九
四
・
一
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
五
八
三
・
五
四
メ
ー
ト
ル

区
二

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
七
〇
二
・
六
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
五
五
四
・
三
八
メ
ー
ト
ル

区
一
―
二

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
七
〇
五
・
一
八
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
五
三
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル

区
一
―
一
＝
界
三

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
七
一
八
・
七
八
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
五
〇
二
・
六
三
メ
ー
ト
ル

(

五
四
〇
林
班
ほ
１

小
班)

区
一
＝
界
二

点

Ｘ
座
標

＋
一
一
九
七
一
九
・
一
六
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

一
六
四
七
〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
百
六
十
六
号

青
森
県
中
小
企
業
設
備
設
置
資
金
利
子
及
び
保
証
料
補
給
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
中
小
企
業
設
備
設
置
資
金
利
子
及
び
保
証
料
補
給
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
規
程

青
森
県
中
小
企
業
設
備
設
置
資
金
利
子
及
び
保
証
料
補
給
金
交
付
規
程

(

昭
和
三
十
九
年
五
月
青

森
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
百
六
十
七
号

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
岩
崎
村
大
字
正
道
尻
字
小
磯
一
五
地
先
・
二
九
地
先
・
三
〇
地
先
・
三
一
地
先
・
三

三
の
二
地
先
・
三
四
地
先

(

以
上
六
筆
地
先
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
大
字

久
田
字
下
倉
七
七
か
ら
八
一
ま
で
、
八
三
、
字
桐
の
沢
一
一
五

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
岩
崎
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
百
六
十
八
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一
�

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
十
和
田
湖
町
大
字
奥
瀬
字
尻
辺
山
一

(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養
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保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
�

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
十
和
田
湖
町
大
字
奥
瀬
字
尻
辺
山
一

(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

�

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
十
和
田
湖
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
百
六
十
九
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
板
柳
都
市

計
画
緑
地
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
十
六
年
三
月
四
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

板
柳
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

板
柳
都
市
計
画
緑
地
事
業

(

緑
道
一
号
中
央
ア
ッ
プ
ル
モ
ー
ル)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

平
成
十
三
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号
の
事
業
地
に
大
字
福
野
田
字
増
田
地

内
の
一
部
を
加
え
、
大
字
福
野
田
字
本
泉
及
び
字
実
田
並
び
に
大
字
板
柳
字
土
井
地
内
に
お
い

て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

２

使
用
の
部
分

平
成
十
三
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号
の
事
業
地
の
大
字
福
野
田
字
本
泉
、

字
増
田
及
び
字
実
田
並
び
に
大
字
板
柳
字
土
井
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

公

告

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表

青
森
市
大
字
大
野
字
山
下
一
四
三
の
七
に
所
在
す
る
青
森
県
医
療
労
働
組
合
連
合
会
の
執
行
委
員

長
山
本
公
行
か
ら
労
働
関
係
調
整
法

(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施

行
令

(

昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号)

第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

争
議
行
為
の
目
的

賃
金
引
き
上
げ
と
雇
用
の
確
保
、
労
働
条
件
の
改
善
等

二

争
議
行
為
を
な
す
日
時

平
成
十
六
年
三
月
十
八
日
午
前
零
時
以
降
妥
結
に
至
る
ま
で
の
期
間

三

争
議
行
為
を
な
す
場
所

青
森
保
健
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一
部
、
津
軽
保
健
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一

部
、
八
戸
医
療
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一
部

四

争
議
行
為
の
概
要

右
記
の
場
所
で
全
体
的
又
は
部
分
的
に
、
あ
る
い
は
断
続
的
に
、
す
べ
て
の
業
務
の
停
止
を
は

じ
め
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
を
単
独
又
は
併
用
し
て
行
う
。

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
二
日
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青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

増

田

孝

介

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
十
七
条
第
四
号
の
三
中｢

第
二
十
条
の
五
第
一
項｣

を｢

第
二
十
六
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五

(

調
整
手
当)
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

増

田

孝

介

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五

(

調
整
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五

(

調
整
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
一
条
を
加
え
る
。

(

条
例
第
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
調
整
手
当)

第
三
条
の
二

条
例
第
九
条
の
四
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場

合
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る

職
員
と
な
つ
た
者
が
そ
の
在
勤
す
る
地
域
若
し
く
は
公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
そ
の
在
勤
す

る
公
署
の
移
転
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た
別
表
に
掲
げ
る
地
域
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
と
し
て
引
き
続
き
一
年
以
上
の
期
間
在
勤
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
給
料
表
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
日

(

以
下

｢

適
用
日｣

と
い
う
。)

前
の
次
に
掲
げ
る
者
と
し
て

勤
務
し
て
い
た
期
間

(

常
時
勤
務
に
服
す
る
者
と
し
て
適
用
日
の
前
日
ま
で
引
き
続
き
勤
務
し

て
い
た
期
間
に
限
る
。)

を
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し

た
と
き
に
、
当
該
別
表
に
掲
げ
る
地
域
に
引
き
続
き
一
年
以
上
の
期
間
在
勤
し
て
い
た
こ
と
と

な
る
と
き
。

イ

国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員

ロ

公
庫
等
の
職
員

ハ

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十

八
年
四
月
青
森
県
条
例
第
五
号)

の
適
用
を
受
け
る
者

ニ

イ
か
ら
ハ
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
人
事
委
員
会
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
で
あ
る
と
認
め
る

者

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
で
あ
る
と
認
め
る
場
合

２

条
例
第
九
条
の
四
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合

当
該
異
動
又
は
移
転
の
日
の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た
別
表
に

掲
げ
る
地
域
に
係
る
条
例
第
九
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
割
合

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合

人
事
委
員
会
が
前
号
の
割
合
に
準
ず
る
割
合
で
あ
る
と
認
め

る
割
合

第
四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
同
条
第
三

号
中

｢

三
年
未
満｣

を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
を
削
る
。

第
五
条
中

｢

次
に｣

を

｢

第
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に｣

に
改
め
、
同
条
各
号

を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
日

(

以
下

｢

適
用
日｣

と

い
う
。)

前
三
年｣

を

｢

適
用
日
前
二
年｣

に
、｢

前
条
各
号
に
掲
げ
る｣

を

｢

前
条
に
定
め
る｣

に
、｢

も
の
。｣

を

｢

も
の｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

掲
げ
る
も
の｣

を

｢

掲
げ
る
職
員｣

に
、

｢

者｣

を

｢

職
員｣

に
、｢

認
め
る
も
の
。｣

を

｢

認
め
る
職
員｣

に
改
め
る
。

第
七
条
中

｢

又
は
第
九
条
の
三｣

を

｢

、
第
九
条
の
三
又
は
第
九
条
の
四｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
五
年
十
一
月
青
森
県
条
例
第

七
十
一
号)

附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例

(
昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
九
条
の
四
第
一
項
の
適
用
を
受

け
る
職
員
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―

九
五

(

調
整
手
当)
第
六
条
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
調
整
手
当
の
支
給
期
間
に
関
す
る

改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五(

調
整
手
当)

(

以
下｢

改
正
後
の
規
則｣

と
い
う
。)

第

四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中

｢

条
例｣

と
あ
る
の
は

｢

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
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例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
五
年
十
一
月
青
森
県
条
例
第
七
十
一
号)

附
則
第
七
項
の

｢

一

在
勤
期
間
一
年
以
上
二
年
未
満

一
年

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
条
例｣

と
、
二

在
勤
期
間
二
年
以
上

二
年

｣

｢

一

在
勤
期
間
一
年
以
上
二
年
未
満

当
該
異
動
等
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る

と
あ
る
の
は

二

在
勤
期
間
二
年
以
上
三
年
未
満

当
該
異
動
等
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る

三

在
勤
期
間
三
年
以
上

当
該
異
動
等
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
又
は
平

日
ま
で
の
期
間

日
ま
で
の
期
間

と
す
る
。

成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
期
間｣

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五

(

調
整
手
当)

第
六
条
の

規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
職
員
に
対
す
る
当
該
適
用
に
係
る
調
整
手
当
の
支
給
に
関
す
る
改
正

後
の
規
則
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中

｢

条
例
第
九
条
の
四
第
二
項｣

と
あ
る
の
は

｢

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
五
年
十
一
月
青

森
県
条
例
第
七
十
一
号)

附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
条
例

(

以
下

｢

読
替
え
後
の
条
例｣

と
い
う
。)

第
九
条
の
四
第
二
項｣
と
、
同
項
第
一
号
中

｢

二
年｣

と
あ

る
の
は

｢

三
年｣

と
、｢

条
例｣

と
あ
る
の
は

｢

読
替
え
後
の
条
例｣

と
、
同
条
第
二
項
第
一
号

中

｢

条
例｣

と
あ
る
の
は

｢

読
替
え
後
の
条
例｣

と
す
る
。

４

第
五
条
に
定
め
る
者
で
あ
っ
た
者
で
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
も
の
の
う

ち
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
後
の
規
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

職
員
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
職
員

(

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
同
項
に
規
定
す
る
支
給
要
件

を
具
備
す
る
こ
と
と
な
る
職
員
に
限
る
。)

に
対
す
る
当
該
支
給
要
件
に
係
る
調
整
手
当
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
支
給
す
る
。

(

雑
則)

５

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
委

員
会
が
定
め
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
五
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
十
二
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞
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遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
マ
ー
メ
イ
ド
ザ
ブ
ー
ン
Ｈ
Ｎ

サ
ミ
ー
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
マ
ー
メ
イ
ド
ザ
ブ
ー
ン
Ｆ
Ｎ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
マ
ー
メ
イ
ド
ザ
ブ
ー
ン
Ｓ
Ｔ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
エ
ビ
ン
チ
ュ
Ｗ

株
式
会
社
高
尾

〃

Ｃ
Ｒ
ブ
ル
ー
ス
リ
ー
Ｙ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
横
山
や
す
し
伝
説
Ｔ

豊
丸
産
業
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
横
山
や
す
し
伝
説
Ｖ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
モ
ナ
キ
ス
ト

奥
村
遊
機
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
ナ
ン
タ
Ｎ
Ｈ

株
式
会
社
銀
座

〃

Ｃ
Ｒ
が
ん
ば
れ
！！
ロ
ボ
コ
ン
Ｍ
Ａ

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン

〃

Ｃ
Ｒ
が
ん
ば
れ
！！
ロ
ボ
コ
ン
Ｍ
Ｂ

〃

� �
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回
胴
式
遊
技
機

ガ
メ
ラ
ハ
イ
グ
レ
ー
ド
ビ
ジ
ョ
ン

株
式
会
社
ロ
デ
オ

〃

デ
ジ
ガ
ム
Ｒ

ベ
ル
コ
株
式
会
社

〃

デ
ジ
ガ
ム
Ｒ
―
30

〃

� �
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


